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令和 6 年度 第 4 回第二農地部会定例会議事録 

 

                       日 時 令和 6 年 7 月 30 日（火）午後 3 時 33 分 

                    会 場 頸城コミュニティプラザ 2 階 202・203 会議室 

 

１ 出 席 委 員  

(1) 農業委員(10名)  

1番 長井  3番 竹原  5番 橋本  

7番 滝沢  8番 小山  10番 五十嵐  

11番 笠原  12番 長瀬  18番 田鹿  

19番 中嶋      

 

(2) 農地利用最適化推進委員（17名)  

   （安塚区） 松苗   和栗    

(浦川原区) 藤村   

(大島区)  髙橋   小山  

(牧 区)  中川   米川   秋山  

    (柿崎区)  平野   佐藤   小林  

     (大潟区)  細谷    

 (頸城区)  上原    

(吉川区)  常山   石野  

 (三和区)  福原   髙橋  

 

２ 欠 席 委 員  

(1) 農業委員…17番 髙波   21番 大島  

(2) 農地利用最適化推進委員…(浦川原区)  井部    (頸城区)  伊巻      

      

３ 職務のため出席 

(1) 事務局員 

安塚区駐在室 主 任 岩崎    

浦川原区駐在室 主 任 春谷    

大島区駐在室 主 任 朝倉    

牧区駐在室 主 任 樋口    

柿崎区駐在室  

 

室 長 

主 任 

石澤  

上田     

  

大潟区駐在室 班 長 吉田    

頸城区駐在室 主 任 閏間    

吉川区駐在室 班 長 高橋    

三和区駐在室 班 長 橋立    

農業委員会事務局   局 長    

 

栗和田  
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４ 会議に附した事件 

(1)議事録署名委員の氏名 

 18番 田鹿   19番 中嶋  

 

(2)審議案件  

 ①安塚区駐在室管内分 

議案なし 

②浦川原区駐在室管内分 

議案第 1号 農地法第 5条第 1項許可申請について 

③大島区駐在室管内分 

  議案なし 

④牧区駐在室管内分 

報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について 

議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について 

議案第 2号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について 

⑤柿崎区駐在室管内分 

議案第 1号 農地法第 3条許可申請について 

⑥大潟区駐在室管内分 

報告第 1号 農地法第 5条第 1項第 6号の規定による農地転用届出書の受理について 

議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について 

⑦頸城区駐在室管内分 

議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について 

⑧吉川区駐在室管内分 

  報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について 

  議案第 1号 農地法第 3条許可申請について 

  議案第 2号 上越市農用地利用集積計画の決定について 

  議案第 3号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について 

⑨三和区駐在室管内分 

議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について 
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柿崎区 

駐在室長 

 

柿崎区 

駐在室長 

 

 

柿崎区 

駐在室長 

 

 

議 長 

 

柿崎区 

駐在室長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

【１．開会】  午後 3時 33分  

それでは、これより令和 6年度第 4回第二農地部会定例会を開催いたします。 

  

【２．部会長あいさつ】 

会に先立ちまして、笠原部会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（笠原部会長あいさつ） 

  

 それでは、上越市農業委員会会議規則により、笠原部会長から議長として議事進

行をお願いいたします。 

  

【３．資格審査報告】 

事務局から資格審査報告をお願いします。 

 

本日は、出席委員 10名、欠席委員 2名であり、上越市農業委員会会議規則第 7

条の規定により、本会議が成立していることをご報告申し上げます。 

次に農地利用最適化推進委員の出席状況ですが、第二農地部会推進委員数 19名

の内、出席推進委員 17名、欠席推進員 2名です。 

 

【４．議事録署名委員の指名】 

 次に、本日の議事録署名委員を指名させていただきます。 

18番 田鹿委員、19番 中嶋委員を指名いたします。 

 

【５．上越市農業委員会憲章の唱和】 

 議事に入ります前に、上越市農業委員会憲章の唱和を行います。 

 ご参会の皆様は、ご起立をお願いします。 

 5番 橋本委員の発声でお願いいたします。 

 

（上越市農業委員会憲章の唱和） 

 

【６．議事】 

それでは、議案の審議に入ります。 

 

≪浦川原区駐在室の議案≫ 

 最初に浦川原区駐在室管内分の案件を審議します。 

 

＜議案第 1号 農地法第 5条第 1項許可申請について＞ 

議案第 1号「農地法第 5条第 1項許可申請について」事務局の説明を求めます。 
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浦川原区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

牧区 

駐在室 

浦川原区駐在室です。よろしくお願いいたします。 

議案第 1号「農地法第 5条第 1項許可申請について」ご説明いたします。 

1頁、2501番の 1件をご覧ください。 

浦川原区横川地内の農地を従業員休憩施設と駐車場として利用するものです。 

2頁に位置図、3頁に土地利用計画図を添付しましたので併せてご覧ください。 

申請者は隣接する土地で事務所を構えて左官業を営んでいますが、従業員の増加

により、既存事務所内の従業員スペースと駐車場が手狭になり、現状の敷地では十

分な広さを確保することが困難となったため、申請農地を取得し、従業員休憩施設

と駐車場として利用するものです。 

申請者は、令和 4年より譲渡人、譲受人双方合意のうえ、当該農地を利用してい

ましたが、農地転用に必要な手続きを行っていませんでした。このため、今回の申

請に併せて、今後、農地法を遵守する旨を誓約した顛末書の提出がありましたので

申し添えます。 

申請農地は農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小規模農地に該当す

ることから、第二種農地と判断しました。 

転用に当たり、汚水は発生せず雨水は道路側溝に排水することから、周辺農地に

影響を及ぼす恐れはなく、土地利用ならびに転用計画については妥当かつ確実性は

高いものと判断しました。以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

本件を原案どおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

 

(賛成の委員は挙手） 

  

賛成多数なので、本件は許可することに決定いたします。 

 

≪牧区駐在室の議案≫ 

 次に牧区駐在室管内分の案件を審議します。 

  

＜報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について＞ 

報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」事務局

の説明を求めます。 

 

牧区駐在室です。よろしくお願いいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

牧区 

駐在室 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

牧区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

 報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」報告い

たします。1頁をご覧ください。 

番号 3311番及び 3312番は、すべて合意による解約であり、返還後の利用計画

は、他者へ貸付です。 

なお、備考欄に記載した頁数と番号は関連案件です。以上です。  

 

 ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

 特に質問等がないようですので、本件を承認いたします。 

  

＜議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について＞ 

 議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」事務局の説明を求めま

す。 

 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」所有権移転 1件を説明

いたします 

2頁、番号 3370番をご覧ください。 

譲渡人の財産整理のため、無償で所有権移転するものです。 

なお、本件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満た

しているものと判断しました。以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

 

続きまして、貸借権設定 4件について、事務局の説明を求めます。 

  

続いて、議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」貸借権設定 4

件を説明いたします。 

3頁、番号 3366番から 4頁、番号 3369番をご覧ください。 

3頁、番号 3367番と 4頁、番号 3369番は報告第 1号の関連案件です。 

3頁、番号 3366番は、契約期間満了に伴う再設定です。 

3頁、番号 3367番から 4頁、3369番までは、これまでの譲受人の労力不足によ

り、合意解約された農地を、新たな譲受人との間で、相対契約により利用権を設定

するものです。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

牧区 

駐在室 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

いずれの案件も、改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満

たしているものと判断しました。以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

 

本件について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

  

 (賛成の委員は挙手） 

  

賛成多数なので、本件は原案どおり決定することとし、上越市農用地利用集積計画

の策定を市長へ要請することといたします。 

 

＜議案第 2号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について＞ 

議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」事務局の

説明を求めます。 

 

議案第 2号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」貸借権設

定 1件を説明いたします。5頁、番号 3308番をご覧ください。 

番号 3308番は、これまで相対契約により貸借権を設定していましたが、農地中

間管理機構を介した契約で、改めて貸借権を設定するものです。 

具体的な対象農地は、6頁の対象農用地等リストのとおりです。以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

 本件について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

  

 (賛成の委員は挙手） 

  

賛成多数なので、本件は原案どおり決定いたします。 

 

≪柿崎区駐在室の議案≫ 

 次に柿崎区駐在室管内分の案件を審議します。 

 

＜議案第 1号 農地法第 3条許可申請について＞ 

 議案第 1号「農地法第 3条許可申請について」事務局の説明を求めます。 
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柿崎区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

○○委員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

大潟区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

柿崎区駐在室です。よろしくお願いいたします。 

議案第 1号「農地法第 3条許可申請について」説明いたします。 

1頁をご覧ください。 

番号 3705番は、経営規模拡大ため、休耕地を売買により、取得するものです。 

譲受人の状況につきましては、議案の最後に添付しました「農地法第 3条調査

書」に記載のとおり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件等、許可要件のすべ

てを満たしているものと判断しました。以上です。 

 

 確認された委員の説明を求めます。 

 

事務局の説明のとおりであり、問題ありませんでした。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

本件を原案どおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

 

(賛成の委員は挙手） 

 

賛成多数なので、本件は許可することに決定いたします。 

   

≪大潟区駐在室の議案≫ 

次に大潟区駐在室管内分の案件を審議します。 

 

＜報告第 1号 農地法第 5条第 1項第 6号の規定による農地転用届出書の受理につ

いて＞ 

報告第 1号「農地法第 5条第 1項第 6号の規定による農地転用届出書の受理につ

いて」事務局の説明を求めます。 

 

大潟区駐在室です。よろしくお願いいたします。 

報告第 1号「農地法第 5条第 1項第 6号の規定による農地転用届出書の受理につ

いて」報告いたします。 

1頁、番号 4607番をご覧ください。 

4607番は、大潟区犀潟地内の農地を事業者用の駐車場兼資材置き場とするため、

転用するものです。本地は住宅団地内にあり、現況として宅地及び雑種地の状態と

なっており、周辺に影響を及ぼすものではありません。 

以上です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

大潟区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

大潟区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

特に質問等がないようですので、本件を承認いたします。 

 

＜議案第 1号  上越市農用地利用集積計画の決定について＞ 

 議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」事務局の説明を求めま

す。 

 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」所有権移転 1件を説明

いたします 

2頁、番号 4711番をご覧ください。 

譲渡人自身による耕作が不可能なことから、財産整理のため、売買により所有権

移転するものです。 

この案件は改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たして

いるものと判断しました。 

以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

 

続きまして、貸借権設定 2件について、事務局の説明を求めます。 

  

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」貸借権設定 2件を説明

いたします。 

3頁、4712番は、契約期間満了に伴う再設定で契約期間は約 9年。これは他区に

ある貸付地と契約終期を揃えるためのものです。4713番も契約期間満了に伴う再設

定で契約期間は約 3年で、双方合意のもとに終期が設定されていると伺っていま

す。いずれの案件も改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満

たしているものと判断しました。 

以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

頸城区 

駐在室 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

（「ありません」の声あり） 

  

 本件について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

  

 (賛成の委員は挙手） 

  

 賛成多数なので、本件は原案どおり決定することとし、上越市農用地利用集積計

画の策定を市長へ要請することといたします。 

 

≪頸城区駐在室の議案≫ 

次に頸城区駐在室管内分の案件を審議します。 

 

＜議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について＞ 

 議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」事務局の説明を求めま

す。 

 

頸城区駐在室です。よろしくお願いいたします。 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」貸借権設定 2件を説明

いたします。1頁、番号 5472番及び番号 5473番をご覧ください。 

2件とも期間満了に伴う再設定です。 

なお、本案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満

たしているものと判断しました。以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

 本件について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

  

 (賛成の委員は挙手） 

  

 賛成多数なので、本件は原案どおり決定することとし、上越市農用地利用集積計

画の策定を市長へ要請することといたします。 

 

≪吉川区駐在室の議案≫ 

次に吉川区駐在室管内分の案件を審議します。 
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議 長 

 

 

吉川区 

駐在室 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

吉川区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

○○委員 

 

 

○○委員 

 

＜報告第 1号 農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について＞ 

報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」事務局

の説明を求めます。 

 

吉川区駐在室です。よろしくお願いいたします。 

報告第 1号「農地法第 18条第 6項の規定による合意解約通知について」報告い

たします。議案書 1頁をご覧ください。 

 番号 6214番は、合意による解約であり、返還後の利用計画は他者へ貸付です。 

なお、備考欄に記載した頁数と番号は関連案件です。以上です。 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

特に質問等がないようですので、本件を承認いたします。 

 

＜議案第 1号 農地法第 3条許可申請について＞ 

 議案第 1号「農地法第 3条許可申請について」事務局の説明を求めます。 

 

議案第 1号「農地法第 3条許可申請について」説明いたします。 

2頁、6201番から 6203番の 3件をご覧ください。 

番号 6201番は、譲受人祖父の遺言により、代襲相続として遺贈された農地の所

有権を移転するものです。 

番号 6202番は、報告第 1号の関連案件です。新たに農業経営を開始する譲受人

と賃貸借権を設定するものです。 

番号 6203番は、労力不足により、譲受人へ売買により、所有権を移転するもの

です。 

譲受人の状況につきましては、議案書の最後に添付しました「農地法第 3条調査

書」に記載のとおり、全部効率利用要件、農作業常時従事要件等、許可要件のすべ

てを満たしているものと判断しました。以上です。 

 

 確認された委員の説明を求めます。 

 

番号 6201番及び 6203番について、事務局の説明のとおりであり、問題ありませ

んでした。 

 

番号 6202番について、事務局の説明どおりであり、問題ありませんでした。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

吉川区 

駐在室 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

本件を原案どおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

 

(賛成の委員は挙手） 

 

賛成多数なので、本件は許可することに決定いたします。 

   

＜議案第 2号 上越市農用地利用集積計画の決定について＞ 

 議案第 2号「上越市農用地利用集積計画の決定について」事務局の説明を求めま

す。 

 

議案第 2号「上越市農用地利用集積計画の決定について」貸借権設定 17件につ

いて、説明いたします。 

3頁、6380番から 6頁、6396番をご覧ください。 

番号 6380番から番号 6393番及び 6396番は、契約期間満了に伴う再設定です。 

6頁、番号 6394番及び 6395番は、いずれも譲渡人の労力不足により、新たに相

対契約により利用権を設定するものです。 

これらの案件については、改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各

要件を満たしているものと判断しました。以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

(「ありません」の声あり） 

  

 本件について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

  

 (賛成の委員は挙手） 

  

 賛成多数なので、本件は原案どおり決定することとし、上越市農用地利用集積計

画の策定を市長へ要請することといたします。 

 

＜議案第 3号 上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について＞ 

議案第 3号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」事務局の

説明を求めます。 
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吉川区 

駐在室 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

三和区 

駐在室 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第 3号「上越市農用地利用集積計画（一括方式）の決定について」説明いた

します。 

7頁、番号 6211番をご覧ください。耕作者の労力不足により、新たに農地中間管

理機構を通して、賃貸借権の設定を行うものです。 

具体的な対象農地は、8頁の対象農用地リストのとおりです。以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

 

 (「ありません」の声あり） 

 

 本件について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 

(賛成の委員は挙手） 

 

賛成多数なので、本件は原案どおり決定いたします。 

 

≪三和区駐在室の議案≫ 

 次に三和区駐在室管内分の案件を審議します。 

 

＜議案第 1号 上越市農用地利用集積計画の決定について＞ 

 議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」事務局の説明を求めま

す。 

 

三和区駐在室です。よろしくお願いいたします。 

議案第 1号「上越市農用地利用集積計画の決定について」貸借権設定 1件を説明

いたします。議案書は 1頁をご覧ください。 

この案件は、契約期間満了による再設定です。 

改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たしているものと

判断しました。以上です。 

 

ただ今の事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

  

（「ありません」の声あり） 

  

 本件について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

  

 (賛成の委員は挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

笠原部会長 

 

笠原部会長 

 

 

柿崎区 

駐在室長 

 

 

柿崎区 

駐在室長 

 

 

 

柿崎区 

駐在室長 

 

 

 

 

 賛成多数なので、本件は原案どおり決定することとし、上越市農用地利用集積計

画の策定を市長へ要請することといたします。 

 

以上で、用意された議案の審議は終了しました。 

 

【７．その他】 

 事務局、または委員の皆さん、何かありますか。 

  

 何もないようですので、この後の進行は事務局に代わります。 

長時間のご審議、ご苦労様でした。 

 

笠原部会長、ありがとうございました。 

 

 

【８．部会長職務代理あいさつ】 

閉会のごあいさつを職務代理の田鹿委員からお願いいたします。 

 

（田鹿職務代理あいさつ） 

 

【９．閉会】 

以上をもちまして、令和 6年度第 4回第二農地部会定例会を閉会いたします。 

皆様、お疲れ様でした。 

午後 4時 02分終了 

 

（農地部会終了後、地区会議開催） 
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上越市農業委員会会議規則第 14条第 2項の規定により、ここに署名します。 

 

議  長                    

 

署名委員                    

 

署名委員                    

 


